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宮崎市子ども食堂ネットワーク応援業務プロポーザル実施要領

１．業務の目的

すべての子どもたちの地域における居場所であり、日常生活の中で何らかの支援を要す

る子どもたちの支援の入口となる「子ども食堂」の取組を市内に広げるため、利用相談や

開設相談への対応、子ども食堂運営者が継続的な活動を行うための運営相談のほか、子ど

もの支援を行う専門家や関係団体等とのネットワークの構築を行うコーディネーターを

配置する。

コーディネーターは、市内で運営されている「子ども食堂」が魅力ある地域住民のプラ

ット・フォームとして、安心・安全な居場所となるよう「子ども食堂」への支援を行う。

また、子ども食堂運営者や子どもの支援に関わる関係団体等による連携会議を開催し、

子ども食堂を入口とした、子どもを適切な支援につなぐ支援体制を構築する。

２．業務の概要

（１）名 称 宮崎市子ども食堂ネットワーク応援業務

（２）場 所 受注者が市内に設置する事業所

（３）内 容 別紙『宮崎市子ども食堂ネットワーク応援業務仕様書』のとおり

（４）履 行 期 間 令和５年４月１日（予定）から令和６年３月３１日まで

（５）提案限度額 ６，８００，０００円（消費税及び地方消費税を含む）

※人件費は、常勤換算で３名以内を目安としてください。

３．プロポーザル方式により受託候補者を選定する理由

価格のみによる競争では、目的を達成できない法人が選定される恐れがあることから、

専門的な知識・経験を有する法人からの提案を受け評価し、受託候補者を選定するため。

４．プロポーザル方式及びその理由

広く提案を受ける必要があることから「公募型」とします。

５．業務スケジュール

（１）公募開始日 令和５年１月６日（金）

（２）参加申込書受付締切日 令和５年１月２５日（水）【一次締切】

（３）提出書類に関する質問の受付 令和５年１月３０日（月）～３１日（火）

（４）提出書類に関する質問への回答 令和５年２月３日（金）

（５）提案書等の提出締切日 令和５年２月１７日（金）【二次締切】

（６）プレゼンテーション 令和５年２月２７日（月） ※予定
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（７）審査結果通知 令和５年３月１日（水） ※予定

（８）契約締結 令和５年４月１日（土） ※予定

６．参加資格等に関する事項

（１）参加資格

企画提案に参加する者は、子ども食堂に関する知見を有する法人若しくは法人で構成す

るグループとし、個人での参加はできません。

また、次に該当する法人は、参加することができません。

①参加申込日時点で、市内に事業所又は営業所を有しないもの。（グループの場合は、グ

ループの代表法人が市内に事業所又は営業所を有しない。）

②地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規定に該当するもの。

③参加申込日時点において、宮崎市物品売買等の契約に係る指名停止等の措置に関する要

綱（平成１２年１２月２０日告示第３５０号）及び宮崎市建設工事等に係る指名停止等

の措置に関する要綱（平成６年１１月２８日告示第１９８号）に基づく指名停止の措置

を受けているもの。

④会社更生法（平成１４年法律第１５４号）の規定に基づく更正手続開始の申立て、又は

民事再生法（平成１１年法律第２２５号）の規定に基づく再生手続開始の申立ての事実

があるもの。

⑤法人及び代表者が、国税並びに宮崎市税について滞納があるもの。

⑥法人の役員に破産者、法律行為を行う能力を有しない者、又は現に禁錮以上の刑に処せ

られている者がいるもの。

⑦法人の役員等（取締役、執行役、理事、代表者その他いかなる名称を有するものである

かを問わず、法人の経営を行う役職にある者及び経営に事実上参加している者をいう。）

が、次の事項のいずれかに該当するもの。

ア．暴力団員（暴力団による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号。

以下「暴力団対策法）」という。）第２条第６号に規定する暴力団員をいう。以下、同

じ。）であるとき。

イ．暴力団員であることを知りながら当該暴力団員を雇用し、又は使用しているとき。

ウ．契約の相手方が暴力団員であることを知りながら当該暴力団員と商取引に係る契約

を締結しているとき。

エ．暴力団（暴力団対策法第２条第２号に規定する暴力団をいう。以下、同じ。）又は

暴力団員に対して経済上の利益又は便益を供与しているとき。

オ．暴力団又は暴力団員と社会的に非難される関係を有しているとき。

※宮崎市と宮崎北警察署、宮崎南警察署及び高岡警察署との間で締結した「暴力団排除措

置を講ずるための連携に関する協定書」に基づき、提出された役員名簿をもとに警察署
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に照会を行い、該当するか否かを確認します。

（２）複数申込の禁止

単独で参加申込した法人はグループ参加の構成員となることはできません。また、複数

のグループにおいて同時に構成員となることもできません。

（３）グループ参加に関する事項

協定の締結にあたっては、グループの構成員すべてを契約当事者とします。参加申込後

の連絡及び選定後の協議は代表の法人を中心に行いますが、契約に関する責任はグループ

の構成員すべてが負うことになります。

また、グループで参加申込する場合には、下記の点に注意してください。

①グループの名称を決めてください。

②代表する法人を定めてください。

③参加申込後、原則として代表者及び構成員の変更は認めません。

７．提出書類に関する質問及び回答

（１）質問

①質問方法 「様式第１号」に必要事項を記入の上、メール又はＦＡＸにより、８（１）

の事務局あて送付してください。

※必ず事務局へ着信確認の連絡を行ってください。

②受付期間 令和５年１月３０日（月）～令和５年１月３１日（火）

（２）回答

①回答方法 本市のホームページに回答を掲載します。（個別には回答しません。）

②回 答 日 令和５年２月３日（金）

８ 参加申込の手続き【一次締切】

（１）事務局（問い合わせ先）

〒８８０－８５０５宮崎市橘通西一丁目１番１号

宮崎市役所 子ども未来部 子育て支援課（本庁舎５階）

子ども政策係（担当：清水）

電話：０９８５－２５－２１１１（大代表） 内線：３２１９

FAX：０９８５－２７－０７５２
Mail：10jidou02@city.miyazaki.miyazaki.jp
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（２）提出書類【一次締切】＜令和５年１月２５日（水）までに提出するもの＞

（３）提出方法

・持参により、（１）の事務局あて提出してください。

・正本を１部、提出してください。

・提出書類は、書類番号順にセットして、インデックス（見出し）を貼り、ファイリン

グして提出してください。

（４）提出期限

令和５年１月２５日（水）１７時１５分まで

番号 書 類 名 様式等

１ プロポーザル参加申込書 様式第２号

２ 当該法人の定款又は寄附行為の写し、規約その他これらに準ずる

書類

任意様式

３ 決算に関する次に示す書類（直近２か年度分：設立１年未満は１

か年分）

■法人のうち特定非営利活動法人以外の法人

ⅰ）貸借対照表又はこれに準ずる書類

ⅱ）損益計算書又はこれに準ずる書類

※「販売費及び一般管理費」も添付すること

ⅲ）事業報告書又はこれに準ずる書類

■法人のうち特定非営利活動法人

ⅰ）財産目録 ⅱ）貸借対照表 ⅲ）活動計算書

任意様式

４ 法人の登記事項証明書 任意様式

５ 法人の概要 様式第３号

６ 役員の氏名・住所等一覧表 様式第４号

７ 組織の運営体制に関する書類（組織図など） 任意様式

８ 誓約書兼照会承諾書 様式第５号

９ ・グループ団体一覧表

・グループ参加申込等に関する委任状

・宮崎市子ども食堂ネットワーク応援業務に関する

グループ協定書

※いずれもグループで参加申込する場合のみ添付

様式第６号

様式第７号

様式第８号

１０ 納税証明書（法人及び代表者のもの。）

①宮崎市税に滞納が無いことの証明（発行日から３か月以内）

②国税に滞納が無いことの証明（発行日から３か月以内）

各発行機関

による様式
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９．企画提案書等の提出

（１）提出書類【二次締切】＜令和５年２月１７日（金）までに提出するもの＞

（２）提出方法

・持参により、８（１）の事務局あて提出してください。

・正本を１部、副本を７部提出してください。

・提出書類は、書類番号順にセットして、インデックス（見出し）を貼り、ファイリン

グして提出してください。

※正本には、それぞれ提案者名を記載し押印すること。副本には、提案者名等応募者が

類推できる表現等の記載は行わないようにしてください。

（３）提出期限

令和５年２月１７日（金）１７時１５分まで

１０ 審査方法

（１）審査基準

別紙「審査基準」のとおり

（２）プレゼンテーション審査の実施

企画提案書及び経費積算書の内容について、プレゼンテーション審査を実施します。

①日程 令和５年２月２７日（月）※予定

②場所 宮崎市 会議室棟２階 第５会議室

※日時・場所等の詳細については別途連絡します。

（３）受託候補者の選定方法

①宮崎市子ども食堂ネットワーク応援業務委託候補者選定委員会が、提案内容の審査を

行い、別紙「審査基準」に基づき採点を行います。

②選定委員の多数が最も高い点数をつけた応募者を受託候補者として選定します。最も

高い点数をつけた選定委員の数が同数である場合には、合計得点が最も高かった応募

者を受託候補者として選定します。また、次順位者も併せて選定します。

③上記にかかわらず、合計点数が評価基準点数全体の６割未満の場合には、受託候補

者として選定しません。

番号 様式等

１ 企画提案書

※様式は任意ですが、Ａ４版とし、別添の仕様書及び審査基準書に

従って作成してください。

任意様式

２ 経費積算書 様式９号
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（４）その他

次に掲げるいずれかに該当した場合には、失格とします。

①参加申込書又は提案書類について、提出期限を過ぎて提出された場合

②提出書類に虚偽の記載があった場合

③収支計画書における見積金額が、提案限度額を超えている場合

④プレゼンテーション開始時間までに会場に来なかった場合

⑤審査の公平性を害する行為があったと市が認める場合など

１１ 選定結果の通知・公表

選定結果は、選定作業終了後すべての提案事業者に書面で通知します。

また、選定結果通知日の翌営業日以降に、次の項目を本市のホームページに公表します。

・受託候補者の名称、点数

・受託候補者以外の点数（点数の高い順）

１２ 契約に関する事項

（１）契約の締結

受託候補者と宮崎市の間で、委託内容、経費等について再度調整を行った上で協議

が整った場合、契約を締結します。

（２）契約保証金

契約締結にあたっては、受注者は宮崎市財務規則（平成元年規則第１号）第１０５

条１項の規定に基づく契約保証金を納付しなければなりません。ただし、同規則第１

０５条第１項各号に該当するときは免除とします。

（３）その他

①契約代金（委託料）の支払は、概算払いとします。

②受託候補者の選定後、特別な事情により契約を締結しない場合は、その理由を記載し

た辞退届を提出してください。なお、この場合、次順位者を受託候補者とします。

１３ その他

（１）提出書類の取扱い

①提出された書類は、返却しません。

②提出された書類の訂正・差替えは認めません。ただし、市から指示があった場合は除

きます。

③提出された書類は、本プロポーザルにおける受託候補者選定以外の目的では使用しま

せん。ただし、情報公開請求があった場合には、宮崎市情報公開条例に基づき対応し

ます。
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④提出のあった書類は、選定作業において必要な範囲で複製する場合があります。

（２）その他

①本プロポーザルに係る費用については、すべて参加申込者の負担とします。

②参加申込書の提出後、本プロポーザルへの参加を辞退する時は、「プロポーザル参加

辞退届」（様式第１０号）を提出してください。

③企画提案書及び経費積算書は、１者につき１提案（グループによる参加の場合は、１

グループにつき１提案）に限ります。

附 則

この要領は、令和５年１月６日から施行し、本業務の契約締結をもって、その効力

を失う。

【問い合わせ先】

〒８８０－８５０５宮崎市橘通西一丁目１番１号

宮崎市役所 子ども未来部 子育て支援課（本庁舎５階）

子ども政策係（担当：清水）

電話：０９８５－２５－２１１１（大代表） 内線：３２１９

FAX：０９８５－２７－０７５２
Mail：10jidou02@city.miyazaki.miyazaki.jp


